
ひらめ網と称する固定式三重網について

■検討していること
中部地区漁業振興協議会から許可内容と操業実態との乖離があり、ひらめ網許可を検討

して欲しいと要望を受け、検討開始
[中部振興協議会]ヒラメは、日の出後明るくなって揚網しないと捕れないので、三

重網の制限又は条件の「日の出から日没までの間は操業してはならない」を見直
して欲しい。
※ 一本釣りとの摩擦防止が目的。中部地区内で日の出 1 時間延長操業について合意済。

[水産課]許可内容を逸脱した自主規制は認められない。ひらめ網自体は、大型かつ
活魚出荷をすることから資源の利用方法としては、問題無い。

⇒ひらめ網の許可新設等を検討

■西部地区で許可を検討した中で、明らかになってきた課題
【西部海域での実態】

漁場（魚礁）を守るため等の目的により、ひらめ網操業を漁協内で操業自粛する一方、
他地区漁業者に対して、ひらめ網を自粛している地先の沖合の一定海域を自粛するよう
申し合わせている。

【問題点】
○許可証上で操業可能区域を自主規制において制限。

→・許可漁業は、可能な限り漁場を広く利用すべきもの。
○他地区漁業者の操業を排除。

→排他的な考え方は「漁業権」であり、許可では排除できる権利は無い。
○魚礁の利用も自主規制で制限。

→県内漁業者が広く利用することを前提としており、費用対効果上の観点からも問題。

【背景】～西部代表漁業者からの聞き取り～
○地元漁業者への配慮欠けた操業マナーが悪い者がいる。
（例：港口に網を張る、魚礁に網を引っ掛け、漁場を荒らす）
○自分たちの都合いい自主規制決め、合意のないまま一方的に押しつけられた。
（例：ｱｶｲｶ、ｷﾝﾒでは、操業自粛を一方的に協力要請しながら、勝手に解除していた）
○魚礁利用をめぐる現自主規制は、こうした不満・不信感が非常に根強いなか、中部地

区の要望に応え 5 号海区内で苦労してようやくまとめたばかりのもの。
○このような状況下の中、ひらめ網の新規許可の話は反発が大きい。三重網全体で考え

てはどうか。

■対処方針（案）
○許可内容と操業実態の乖離を解消し、ひらめ網が安心して操業できるように措置する。

→三重網の改正もしくはひらめ網許可の新設
○ひらめ網を例にしながら漁業全体の漁場利用に関して、自主規制のあり方、漁業管理

のあり方を検討し、持続的かつ有効利用できる体制づくりを行う。

 自主規制 …公的規制の範囲内で設定。合意があれば迅速に決定・変更できる。県等
の取締り対象では無い。
→合意形成のルール化。守らない場合の対応

 公的管理 …取締りが可能。変更等には時間を要する。

管理方法 性格 管理者 取締り 自主規制 その他

知事漁業 一定ルールのもと自由に 県 許可内容等 許可の範囲内で任意に 県は、自主規制の摩擦まで調

許可 操業。操業区域は、可能 に基づき県 設定。県等の取締りの 整しきれない。

な限り広域的に設定。 等が取締り。 対象にならない。

漁業権漁 他者を排除して独占的に 漁協 行使規則に 任意に設定。 魚礁をつきいそ漁業権として

業 営むことができる。 基づき漁協 漁業権行使規則に盛り 設定することが可能。（漁場利

区域は限定的に設定。 が取締り。 込めば取締りが可能。 用協定等のルール化が必要）
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固定式刺網三重網の許可内容　
　※　中部地区、５号海区のみ抜粋

項目
使用船 － －

操業区
域

【鳥取市浜坂～阿弥陀川(賀露本所～御来屋支所)
の者】
鳥取県日野川河口中央から正北の線以東の鳥取
県沖合

【阿弥陀川(淀江支所)以西の者）】
鳥取県西伯甲川河口中央から正北の線以西の鳥
取県沖合（中海及び境水道を除く）

操業期 1月1日から12月31日まで 同左
【鳥取市浜坂～阿弥陀川の者】 【阿弥陀川以西の者（中海及び境水道を除く）】

(1)使用する漁具の網肩の総延長は1,000メートル
以内で、3張り以上使用してはならない。

(1)同左

(2)鳥取県西伯郡阿弥陀川河口中央と島根県松江
市地蔵崎とを結ぶ線以東の海域においては、日の
出から日没までの間は操業してはならない。

(2)同左

(3)鳥取市浜坂と同市福部町との境界から323度40
分の線以東の海域においては、最大高潮時海岸
線から1,000メートル以内の海域は、操業してはな
らない。

(4)鳥取市浜坂と同市福部町との境界から323度40
分の線以西の海域においては、最大高潮時海岸
線から500メートル以内は、操業してはならない。

三重網許可内容（イメージ）　

三重網（現行）

制限又
は条件

(3)最大高潮時海岸線から500メートル以内の海域
においては、操業してはならない。ただし、境港市
新屋町3268番地2地先、新屋川左岸の標杭、同標
杭から61度(真方位)3,030メートルの点及び島根県
松江市美保関町海崎鼻先端を順次直線で結んだ
線以北の海域は除く。
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5号海区の主な人工魚礁
事業名 実施年度 事業費 種類 対象魚種 対象漁業 受益範囲

①
広域漁場整備（大規模漁場造
成事業）
鳥取沖（中山地区）

H12～H14 612百万円
鋼製魚礁、FP5.00型、
ﾊﾆｶﾑH666、FP2.00
型、

ｱｼﾞ類､ﾌﾞﾘ類､ﾋﾗﾒ、ｶﾚｲ
類､ﾀｲ類､ﾒﾊﾞﾙ､ｶｻｺﾞ類､
ｲｶ類等

刺網、一本釣り、小
型底曳網

境港市～旧青谷町

②
海域開発基幹事業
中部地区海域礁設置事業
西部沖合礁

S60～S63 573百万円
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾘｰﾌ、SKﾘｰﾌ、高
層円筒型魚礁、2.0m
角形型魚礁

ｲﾜｼ、ﾌﾞﾘ、ｱｼﾞ､ﾋﾗﾒ､ｶﾚ
ｲ､ﾀｲ､ﾒﾊﾞﾙ､ｶｻｺﾞ､ｲｶ

刺網、すくい網、一
本釣り、小型底曳網

旧淀江町～鳥取市

①

②


